
10月分                            №10 

件 名 四ない運動について 

受付日 平成 30年 10月 9日 

ご意見・ご提案の 

概要 

高校生の免許取得を禁止する四ない運動があるが、なぜ

禁止しているのか。 

免許取得を禁止することにより、適切な交通教育がされ

ずに無免許で乗る者や暴走行為を行う者がいるのではない

か。 

免許を取るためには、交通教育を受けることになるので

マナーが良くなると思うが廃止する予定などはあるか。 

 

県の考え方  本県では、高校生のバイクによる交通事故が増加したこ

とを背景に、昭和 51年から警察や PTAと連携し、「免許

を取らない」「買わない」「乗らない」、昭和 56年から「乗

せてもらわない」を加えた運動を推進しています。 

 運動が始まる前、昭和 50年、県内高校生のバイクによ

る交通事故は 134件でした。その後の運動の展開により、

平成 28年には 6件と減少しています。 

 この運動については、さまざまなご意見があることは承

知しておりますが、現状では、高校生の生命を守るという

観点から運動を推進しておりますのでご理解願います。 
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